
 議案第４５号 

   墨田区自転車の利用秩序及び自転車駐車場の整備に関する条例の一部を

改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成２６年６月１２日 

 

                提出者 墨田区長  山  﨑    昇    

 

   墨田区自転車の利用秩序及び自転車駐車場の整備に関する条例の一部を

改正する条例 

墨田区自転車の利用秩序及び自転車駐車場の整備に関する条例（昭和５９年墨田区

条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第６号中「第１５条第１項に規定する登録手数料を納付する方法により」を

「利用の登録を受けて」に改め、同条第７号中「第１６条の３第１項に規定する使用

料を納付する方法により」を「１か月又は１日を単位として」に改め、同条第８号を

同条第９号とし、同条第７号の次に次の１号を加える。 

 ⑻ 第３種特定自転車駐車場 １時間を単位として利用する特定自転車駐車場をい

う。 

 第１６条の２第４項中「受けて、利用する」を「受ける」に改める。 

 第１６条の３第１項に次のただし書を加える。 

  ただし、規則で定める第２種特定自転車駐車場の当日利用に当たっては、利用を

終了するときに使用料を納付するものとする。 

 第１６条の３の次に次の１条を加える。 

 （第３種特定自転車駐車場の利用及び使用料） 

第１６条の４ 第３種特定自転車駐車場を利用しようとする者は、利用開始日時の確

認を受けるものとする。 

２ 第３種特定自転車駐車場の利用時間は、１回につき、規則で定める時間以内とす

る。 



３ 第３種特定自転車駐車場を利用する者は、１台につき２４時間までごとに３００

円の範囲内で規則で定める額の使用料を、利用を終了するときに納付しなければな

らない。 

 第１７条第１項中「及び第２種特定自転車駐車場」を「、第２種特定自転車駐車場」 

に改め、「部分」の次に「及び第３種特定自転車駐車場」を加え、同条第２項中「特

定自転車駐車場（」の次に「第１種特定自転車駐車場及び」を加え、「当日利用」を

「定期利用」に、「を除く」を「に限る」に改め、同条第３項中「前２項」を「前３

項」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 区長は、第３種特定自転車駐車場内に次の各号のいずれかに該当する自転車があ

るときは、これを撤去することができる。 

 ⑴ 前条第１項の規定による確認を受けていない自転車 

 ⑵ 前条第２項に規定する時間を超えて駐車してある自転車 

 第３０条中「前条の罰金刑」を「同条の罰金刑」に改める。 

   付 則 

 この条例は、平成２６年１０月１日から施行する。 

 

（提案理由） 

 時間を単位として利用する第３種特定自転車駐車場を新設するとともに、同駐車場

の利用等について定める必要がある。 


